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令和２年７月２０日 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止下における災害ボランティアセンターの設置・運営に関する 

ガイドライン（第２版） 

 

社会福祉法人新潟県社会福祉協議会 

新潟県災害ボランティア調整会議 

 

１ 災害ボランティアセンターの設置判断 

 災害ボランティアセンター（以下、「災害 VC」という。）は、災害によって被災された方の生活

支援や被災地域の復旧、復興等を目的に設置・運営される。現在、新型コロナウイルス感染症が

猛威を振るい、日常生活すらままならない状況であるが、災害によって生じる生活への影響は、

感染症の有無に関わらず発生する。従って、新型コロナウイルス感染症対策という理由により、

災害 VC の設置を見送ることがないよう、その対応について行政、関係団体と検討することが求

められる。また、感染拡大防止の観点から、ボランティア活動に対する様々な制限や制約が発生

するが、被災者ニーズに基づいた適切な支援方法、取り組みを検討することが求められる。 

しかしながら、新型コロナウイルスが蔓延している状況下においては、被災地域にウイルスを

持ち込む恐れ、被災地域からウイルスを持ち帰る恐れ、被災者やボランティア同士の接触により

感染を広める恐れもあることから、十分な対策と環境を整備した上で慎重に設置の判断する必要

がある。 

 

２ 災害ボランティアセンターの活動方針・内容 

 災害 VC の設置・運営、被災者支援活動については、３密（密閉空間、密集場所、密接場面）を

作らない、消毒の徹底等、感染防止に十分配慮した上で活動を検討する。 

⑴緊急事態宣言が発せられている期間は、感染拡大の懸念があることから、ボランティア活動

は実施しない。 

⑵災害 VC での活動は、できるだけ人と人（被災者同士、被災者とボランティア、ボランティ

ア同士）が近距離で接触しない形での活動を検討する。 

＜感染防止に配慮しながらできるボランティア活動（例）＞ 

ア 作業系のボランティア活動 

（不特定多数のボランティアを集めてのマッチングは行わない） 

イ 物資配布（１か所での配布でなく訪問等を検討） 

ウ 情報提供（１か所での配布でなく訪問等を検討） 

エ 被災者が清掃作業等を行う際の資機材の貸出 

（貸出方法については「３密」、「消毒」等の配慮が必要。） 

＜下記の活動は原則実施しない＞ 

ア サロン活動（通常、地域や自治会等が実施しているものとは異なり、不特定多数の方

が集うようなもの） 

イ １か所に会しての炊き出し活動（不特定多数の方が集うようなもの） 
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ウ その他、３密が生ずるような支援活動 

⑶モノからも感染する可能性を考慮し、物資、資機材、共同使用する備品等の消毒を実施する。 

 

３ ボランティア募集の判断と方法 

⑴ボランティア募集の判断 

・被災者ニーズを助け合いにより解決するという災害 VC としての社会的使命と新型コロナウ

イルスの感染拡大を防止するという社会的要請の狭間で、様々な情報を収集した上で、それ

ぞれの判断後の影響を十分に検討した上での判断が求められる。 

＜ボランティア募集をするときの影響＞ 

ア 新型コロナウイルスの感染拡大を助長してしまう可能性（被災地域にウイルスを持ち

込む恐れ、被災地域から持ち帰る恐れ、被災者やボランティア同士の接触により感染を

広める恐れ） 

＜ボランティア募集をしないときの影響＞ 

ア 被災者や被災地域の負担の増加 

イ 様々な個人や団体が被災地に入り感染拡大を引き起こす可能性 

・被災者ニーズが多くあることを認識しつつ、ボランティア募集を行わない判断をする場合は、

被災地の状況、把握している（寄せられている）被災ニーズ等を明らかにしたうえで、募集

をしない判断に至った理由を丁寧に伝えていく必要がある。また、可能であれば、ボランテ

ィアを募集しない中で、被災者の生活課題の解決に向けてどのような手段が取れるのか、社

協や行政、関係団体がどのような支援活動等を実施しているのかなどをホームページ等に掲

載する。 

⑵ボランティア募集の範囲と申込方法等 

・ボランティア募集を行う場合、広域に幅広く不特定多数のボランティアを集める方法は取ら

ない。募集範囲は顔の見える近隣住民を中心に、当該市町村域に制限することが妥当である。

ただし、被災市町村域での対応が困難で、近隣市町村、県域からボランティア募集を拡大す

る場合は、被災地域の住民の意見等を踏まえるとともに、行政や専門的知見を有する者（保

健所、医師会等）の意見を聞いて判断することが求められる。 

・ボランティアの申し込みや受付は事前申込みの登録制とするなど、被災地に訪れる人数を制

限しつつ、活動者を確実に把握できる方法を取ることが求められる。 

・ボランティア活動への参加に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染疑いがあり検査

を受けた場合、災害ＶＣに報告すること、本人や一緒に活動を行った方等が新型コロナウイ

ルスに感染したことが判明した場合、ボランティア登録情報や活動状況を保健所等に情報提

供することについて同意を得ておくことが必要である。 

＜ボランティア募集（例）＞ 

ア ５人までの小グループ（団体）に限り、事前登録型で募集（最大１０グループまで等） 

イ １日の募集人数に制限（例えば１日３０人まで）を行い、事前登録型で募集 

ウ 万が一、感染者が出た場合に備え、全員の連絡先等個人情報と活動先情報を保管する 

エ 事前にオリエンテーション資料を公開もしくは登録された参加者に送り、事前に読ん

できてもらうことで、当日の説明を省略する。団体での募集の場合、代表者に電話等で
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連絡を取り、詳細を伝える。 

※オリエンテーション資料は動画が望ましい。YouTube などに限定公開し、リンクを

送付するという方法なども考えられる。もしくは事前オリエンテーションで、前日の

○○時から ZOOM などオンラインでなら、質問にも答えることができる。 

オ 募集するボランティアには、参加にあたって幾つかの条件設定を行う。また、新型コ

ロナウイルスに関する症状が明確になくとも、少しでも不安がある場合、参加しない旨

も伝えておく。 

カ ボランティア活動への参加に当たっては、「新型コロナウイルス接触確認アプリ」事

前にイントールしてもらい、速やかな検査の受診や感染拡大防止に努めてもらう。 

＜ボランティア活動に参加できない条件（例）＞ 

ア 活動当日を含め、過去 14 日以内に本人に発熱（37.5℃以上、もしくは平熱より１℃

以上高い）、頭痛、喉の痛み、味覚障害・嗅覚障害がある場合 

イ 活動当日を含め、過去 14 日以内に家族や同居人に上記症状が見られる場合 

ウ 活動当日を含め、過去 14 日以内に、本人または家族、同居人が海外渡航や特定警戒

都道府県へ往来した場合 

エ ボランティア保険に加入していない方 

  （事前加入についてホームページ等で十分周知し、当日加入がないようにする。） 

オ マスク着用など、ご自身での感染対策ができない方 

カ 本人が新型コロナウイルス感染症の感染疑いがあり、検査を受けた場合、災害ＶＣ

に報告することに同意しない方 

キ 本人や一緒に活動を行った方が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合、

ボランティア登録情報や活動状況を保健所等に情報提供することに同意しない方 

 

４ 災害ボランティアセンターの設置場所・環境 

⑴設置場所、環境 

  ・３密を避けるため、可能な限り屋外が望ましい。屋外での設置が難しい場合は、十分に換

気が可能な室内（２方向の窓や扉が確保できる場所）を検討する。 

  ・高齢者、障害者、児童等、感染による重症化リスクの高い方が利用するような施設、隣接

する場所は避ける。 

・一か所のみの拠点設置ではなく、複数箇所に拠点設置を行うことも検討する。 

＜施設や設備に関しての感染防止対応（例）＞ 

ア ボランティアが集まる前に、施設内や備品等の消毒 

イ 受付場所や待機場所での十分な空間、スペースの確保（３密を避ける） 

ウ 手洗い場等の確保、石けん、消毒液、ペーパータオルの配置 

エ マスク、使い捨て手袋、ゴーグル・フェイスシールド、ガウンの着用の徹底 

（ボランティア、スタッフ） 

オ 屋内の場合は換気、一度に中に入る人数の制限 

カ 飛沫感染対策用パーティション、ビニールカーテン等の設置 

キ 大型扇風機の設置（換気、熱中症対策） 
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ク サーマルカメラ等の機材を使った体温確認の実施 

  ・ボランティア等に対する案内や誘導等は、大きな声を出さなくても済むよう、マイク・ス

ピーカー・拡声器等を活用するほか、複数箇所に掲示物や案内サイン等を配置するなど「３

密」を避けつつ必要な情報が提供できるようにする。 

⑵受付 

・事前登録のある個人、グループ、団体のみとし、代表者（個人の場合は本人）が受付を行

う。また、受付時間、場所等は、事前に個人、グループ・団体毎に区切るなど、３密が発生し

ないよう配慮する。 

・オリエンテーション等は、ホームページに公開するほか、事前にオンライン等で通知を行

うなど、説明を行うための密集を作らないよう配慮する。 

⑶マッチング 

・ボランティア待機場所は、密集状態を作らないよう、十分な空間、スペースを確保する。 

・事前登録をもとに、事前マッチングを行うことも検討する。 

⑷活動報告 

・ボランティア活動終了時の報告は、リーダーからの報告のみとする。報告場所もできれば

屋外が望ましい。 

⑸その他 

・ボランティア等への飲料や食品等の提供は実施せず、各自持参してもらう。なお、熱中症

予防のため飲料等は多めに持参するようホームページ等により情報提供を行う。 

・災害 VC 開設時間、ボランティア活動時間は、滞在時間の短縮や３密を避ける観点から、

時間短縮や時間帯を区切る等の対応も考えられる。 

 

５ ボランティア活動時の感染防止対策 

⑴活動場所までの送迎 

・自家用車等で災害 VC まで来られた方は、ご自身の車を使用してもらう。その際も、1 台に

多数が乗車することがないよう調整を行う。 

・ボランティアセンターによる送迎が必要な場合は、座席間隔を十分に空け密集を回避する

とともに、窓を開けるなど十分な換気を行う。送迎車両はその都度換気、消毒（ドアや座

席等接触頻度の高い場所）を実施する。 

⑵活動中 

・ボランティア活動中は、被災者や他のボランティアとの距離を２メートル（少なくとも１

メートル）以上取って活動する。 

・屋内での活動の場合、立ち入る際は手洗い、手指消毒を行う。また、マスク、使い捨て手

袋、ゴーグル・フェイスシールド、ガウンを着用し、屋内の換気を行った上で活動を行う。 

・活動者自身の手や髪の毛、衣服等にウイルスが付着していることを想定し、それを他の場

所や人に移さないよう細心の注意を払う。 

・感染対策として近い距離での会話は行わない。ただし、清掃作業などで、大切なものを廃

棄してしまうことがないよう、必要不可欠なコミュニケーションは取ること。 

・マスクや使い捨て手袋、ゴーグル・フェイスシールド等は、１活動毎で交換する。交換し
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たマスク等ゴミ袋に入れ持ち帰ること。マスク等を処理した後は、石けん等で手洗い、消

毒を行うこと。 

・マスク等を着用しての作業のため、通常よりも身体への負荷が大きくなること、熱中症予

防のためこまめに休憩、給水を行う。（少なくとも 15 分に 1 回は休憩を取るようにするが、

作業内容、気温や湿度、各自の体力や体調等に応じ適宜休憩、給水を行うこと。） 

・体調不良者が出た場合や非常時などは、リーダーを通じて災害 VC に連絡を取ること。 

⑶活動後 

・活動後、必ず長靴等を高圧洗浄機等で洗浄後、消毒を行う。 

・着用していたマスク等は、ゴミ袋等に入れ所定の場所に廃棄する。 

・石けん等で手洗いを行い、手指消毒、うがいを行う。 

・活動終了後、出来るだけ早く入浴し、身につけていたものはビニール袋などに入れて持ち

帰り、速やかに洗濯する。 

 ⑷帰宅後 

  ・活動終了後 14 日間は検温などの健康観察を行うこと。その間、発熱、頭痛、喉の痛み、味

覚障害・嗅覚障害が生じた場合は、かかりつけ医、帰国者・接触者相談センター等に電話

で相談をすること。 

 

６ 被災者ニーズの把握 

⑴ボランティア募集人数を制限することで、被災地全体で十分な活動量を確保することが困難

になることが想定されるため、支援対象者や活動内容の優先順位をこれまで以上に丁寧に判

断する必要がある。優先順位付けを実施する場合は、ボランティアの募集範囲とも関係する

ため、必要に応じて行政と協議し決定する。 

 （例）支援対象者：一人暮らし高齢者、障害者世帯、ひとり親世帯等 

    活動内容：被災した家財道具の運び出し、生活スペースの泥だし・清掃等 

⑵ニーズ把握時、被災者に対し新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ボランティアの募集人

数を制限しており、すぐに支援に伺うことができない可能性がある旨を丁寧に説明する。 

⑶被災者宅を訪問する際は、当日電話などで依頼者の体調確認を実施する。発熱（37.5℃以上、

もしくは平熱より１℃以上高い）、頭痛、喉の痛みや風邪症状がある場合は訪問を見合わせる。

また、家族や同居人に発熱等の症状がある場合も同様の取り扱いとする。 

⑷被災者宅に 14 日間以内に海外渡航や特定警戒都道府県に往来した者がいる場合は、訪問を避

け電話等で状況確認を行う。またボランティア活動については、当面対応できない旨を丁寧

に説明する。 

⑸風通しのよい換気できる環境のニーズに限定して対応する方法も検討する。 

⑹被災者自身にも十分な感染対策をしてもらうことをお願いする（マスク着用、手洗い、消毒

等）。 

⑺被災者に新型コロナウイルス陽性者や濃厚接触者（以下、「陽性者等」という。）が出た場合

は、速やかにボランティアセンターに申し出る旨を了解いただいた上で活動調整を行う。 
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７ 情報発信 

⑴発災直後 

災害発生直後、ホームページに次の内容を発信する。 

・被災者の状況を丁寧に把握しつつ、新型コロナウイルスへの対策をしながら、どのような支

援活動が可能かを検討していること。 

・災害 VC 設置について、新型コロナウイルス感染防止のため、慎重な判断が求められる旨の

発信をする。また、いつ頃までにセンター設置の判断をする、という目安を最初に出してお

くことで、電話等による問合せを減らすことができる。 

・当日に不特定多数のボランティアが訪れないよう、あらかじめ参加条件の情報発信を徹底す

る。 

⑵ボランティア募集段階 

ボランティア募集について、ホームページに次の内容を発信する。 

・災害 VC が取り組んでいる感染防止対策。 

・ボランティア活動中に新型コロナウイルスに罹患して治療を受けた場合は、ボランティア活

動保険の補償の対象となること。 

（ただし、新型コロナウイルスに感染したと想定される付近の日時に活動実態があるか、活

動以外に感染要因となる事象（院内感染、クラスター等）がないか等確認させていただいた

うえで保険会社が判断する。） 

・被災地では被災に伴う悩みに加え、ボランティアが新型コロナウイルスを持ち込んでしまう

可能性についての不安や心配等があるため、十分な対策をして活動に望んで頂きたいこと。 

・上記、「３ ボランティア募集の方法」に記載の内容。 

⑶支援物資等 

 支援物資等について、ホームページに次の内容を発信する。 

・支援物資を送ってくる支援者が多くなることが予想されるため、災害 VC として物資支援の

取り扱いについて方針を発信しておく。 

・受入れを行う場合は、①どんな物品（内容）、②いくつ以上（数量）、③どんな状態のものを

（新品、中古等）、④どんな方法（発払い／着払い）、⑤いつまでに（期限）、⑥どういう流れ

で（手順）をホームページにアップしておく。 

 

８ 情報共有会議 

⑴情報共有会議は、できる限りオンラインでの実施を検討する。 

⑵全体で団体が集まる情報提供がメインの会議については、録画＋動画配信（資料はメールで

送信）、テーマごとに情報共有する場はオンラインで共有するなどの方法も検討する。 

⑶市町村災害 VC 同士での情報共有もオンラインで開催できるよう、あらかじめ準備を整えて

おく。 

 

９ 運営に関しての配慮 

⑴事務所 

・事務所内の消毒、消毒液の設置、換気、空間・スペースの確保、事務所内の滞在時間の短縮
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等について検討する。 

・スタッフに対しても感染対策を徹底する（入室前手洗い、手指消毒、マスク着用、検温等） 

 ⑵運営支援者 

・災害 VC の運営は、当該市町村社協、行政及び関係団体等を中心に運営を行う。県内社協

職員支援協定に基づく応援派遣や新潟県災害ボランティア調整会議構成団体による支援受

け入れは、行政等関係団体と協議を行うなど慎重に判断する。 

・関東甲信越静ブロック都県社協災害時相互支援協定に基づく応援派遣は、県をまたいでの

移動を伴うため、受け入れについては行政の他、専門的知見を有する者の意見を踏まえ慎

重に判断する。 

・運営支援者は、関わる人を限定することで感染リスクを下げることができるので、運営に

関わる者(県内社協職員支援協定応援職員、新潟県災害ボランティア調整会議構成団体も含

む)は、可能な限り固定されることが望ましい。また、担当業務についても、複数の業務を

行うのではなく、決められた業務を担当できるよう調整することが望ましい。 

 ⑶感染対策等 

・被災者やボランティア、スタッフに陽性者等が発生した場合を考慮し、連絡先リストを整

理する。 

・保健師や保健所、医療関係者等と、ケガ等の対応だけでなく感染症対策やメンタルケア等

について事前に協議、連携しておくことが必要である。 

・感染への心理的不安やストレスなどに備え、新型コロナウイルスに関する電話相談窓口な

どのリスト化を行うこと。 

 

10 新型コロナウイルスの陽性者等が出たときの対応 

⑴陽性者や濃厚接触者の把握 

・被災者、ボランティア、スタッフ等が、新型コロナウイルス感染症の感染疑いがあり検査

を受けた場合及び感染したことが判明した場合は災害 VC に報告してもらう。 

・濃厚接触者と確定した方は、一定期間（感染した方と接触した後 14 日間）は活動を控えて

もらう。 

⑵濃厚接触者への対応 

・被災者、ボランティア、スタッフ等に感染者等が発生した場合、災害 VC の活動で関わっ

た方（濃厚接触者）への連絡手段・フローを決めておく。 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 伝達方法

被災者 電話、メール、文書等

（ニーズ表、名簿等）

ボランティア 電話、メール、文書等

（受付名簿等）

行政 電話、メール

スタッフ、関係団体 電話、メール

（スタッフ名簿等）

市民 ウェブサイト、SNS等

災

害

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

感

染

者

（

P

C

R

陽

性

）

保

健

所

、

医

療

機

関

等
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⑶消毒作業 

陽性者等が確認された場合は、災害 VC 活動を全部又は一部を休止し、保健所の指導に基づ

き施設や備品等の消毒を実施する。 

⑷活動再開 

活動再開に当たっては、下記のことが確認されていることに加え、行政、専門的知見を有す

る者との協議、地域住民等に対する説明やホームページ等での情報発信を行う。 

ア 濃厚接触者全員が PCR 検査の結果陰性と判断されていること。 

イ 保健所の指示による施設や備品等の消毒が完了していること。 

ウ 保健所の指示による感染防止措置が完了していること。 

 

11 被災地外でのボランティア活動 

⑴物資の収集や物資を整理して被災地に送る活動の場合、１か所にボランティアが集まって活

動することが想定されるため、これらの活動においてもできるだけ屋外での活動が望まれる。

屋外での実施が難しい場合、換気が十分にできる屋内での活動となるが、この場合でも同時

間での大人数での活動は避け、時間帯を分ける等の配慮を行う。また、マスク着用や消毒液

の配置などの感染対策を実施する。 

⑵街頭募金活動は参加者や寄付者等への感染リスクがあることから、実施に当たっては慎重に

判断する。非接触で実施できるインターネットにより寄付受付を検討する。 

 

 

 

 

【引用・参考資料】 

・新型コロナウイルス感染症拡大における災害 VC の設置・運営等について 

（社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国ボランティア・市民活動振興センター） 

・新型コロナウイルスの状況下における衛生に配慮した災害ボランティアセンター運営上の留

意点 

（社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国ボランティア・市民活動振興センター） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止下における、災害ボランティアセンターの設置・運営の考

え方（第一次案） （東京ボランティア・市民活動センター） 

・新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」（厚生労働省） 

・新型コロナウイルスの感染が懸念される状況におけるボランティア・NPO 等の災害対応ガイ

ドライン（特定非営利活動法人（認定 NPO 法人）全国災害ボランティア支援団体ネットワ

ーク） 

・新型コロナウイルス避難生活お役立ちサポートブック（特定非営利活動法人（認定 NPO 法

人）全国災害ボランティア支援団体ネットワーク） 


